
（
色

付
き

の
項

目
は

推
進

班
員

が
記

入
）

訪
問

(啓
発

)者
所

属
組

織

従
業

員
数

：

〒

（
ほ

か
派

遣
、

請
負

：
　

　
　

　
人

）

人

年

１
．

基
 
本

 
方

 
針

（
１
）

□
①

策
定

済
み

　
□
②

未
策

定

　
　

「
②

未
策

定
」
の

場
合

、
策

定
予

定
は

あ
り

ま
す

か
。

□
①

策
定

予
定

で
あ

る
　

　
□
②

策
定

予
定

は
な

い
→

（
２
）

□
①

設
置

済
み

　
　
□
②

ほ
か

の
会

議
等

で
代

用
　

　
□
③

未
設

置

（
３
）

□
①

定
期

的
に

開
催

　
　
□
②

不
定

期
に

開
催

　
　

　
　
□
③

開
催

で
き

て
い

な
い

（
６

）
全

従
業

員
を

対
象

と
し

た
社

内
研

修
を

実
施

し
て

い
ま

す
か

。
　

　
□

①
は

い
　

　
□

②
い

い
え

（
７

）
昨

年
度

、
参

加
（
実

施
）
し

た
研

修
の

テ
ー

マ
（
分

野
）
に

「
参

加
（
実

施
）
回

数
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

２
．

人
権

啓
発

に
か

か
る

研
修

状
況

（
１
）

（
８

）

（
２
）

３
．

公
正

な
採

用
選

考
シ

ス
テ

ム
の

確
立

（
３
）

（
１
）

（
４
）

（
２
）

　
（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
５
）

（
６
）

訪
問

(啓
発

)者
氏

名

企
業

(事
業

所
)名

代
表

者
人

、
う

ち
臨

時
・
パ

ー
ト
　

　
　

人

所
在

地
住

所
本

社
所

在
地

（
市

町
村

名
ま

で
）

(昨
年

度
新

規
採

用
配

属
　

　
　

人
、

う
ち

臨
時

・
パ

ー
ト
　

　
人

)

事
業
所
内
公
正
採
用
選
考
・
人
権
啓
発
推
進
状
況
調

＜
令

和
７

年
(
2
0
2
5
年

)
度

版
＞

回
答

方
法

※
原

則
訪

問
□

①
訪

問
　

□
②

メ
ー

ル
　

□
③

F
ax

□
④

電
話

  
□

⑤
郵

送
  
□

⑥
ｵ

ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ

回
答

日
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

事
業

所
番

号
訪

問
(啓

発
)者

所
属

名

全
社

従
業

員
数

：

E
-
m

ai
l

氏
名

※
正
確
な
人
数
が
不
詳
の
場
合
、
概
数
で
可

電
話

番
号

推
進

組
織

代
表

者
事

業
所

内
公

正
採

用
選

考
・
人

権
啓

発
担

当
者

（
派

遣
元

責
任

者
）

F
A

X
番

号
役
職

役
　

職
氏

　
名

担
当

経
験

年
数

↓
策
定
予
定
が
な
い
場
合
、
下
記
に
理
由
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
（
２
）
（
３
）
の
回
答
は
不
要
で
す
。

（
名

称
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

参
加

(
実

施
)
の

有
無

(
○
を
つ
け
る
)

有
・

無
有

・
無

有
・

無

※
各

項
目

の
設

問
に

チ
ェ

ッ
ク

お
よ

び
記

入
を

お
願

い
し

ま
す

。

研
修

実
施

主
体

C
S
R
(企

業
の

社
会

的
責

任
)推

進
計

画
や

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

計
画

、
人

権
研

修
推

進
基

本
方

針
等

(以
下

「
基

本
方

針
」
と

い
う

。
)人

権
を

対
象

と
し

た
基

本
方

針
を

策
定

し
て

い
ま

す
か

。
社
内
研
修

国
(
労
働
局
・
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク

等
)

県
(
商
工
政
策

課
、
人
権
施
策

推
進
課
等
)

市
町

(
商
工
・
人
権

担
当
部
局
・

教
委
等
)

そ
の
他

(
商

工
団

体
等

)
合
計

有
・

無
有

・
無

回
数
（
研
修
の
数
）

回
回

回
回

回
回 人

基
本

方
針

に
基

づ
く

推
進

組
織

を
設

置
し

て
い

ま
す

か
。

延
べ

参
加

者
数

経
営

者
、

事
業

所
の

長
人

人
人

人
人

延
べ
参
加
者
数
(
合
計
)

人
人

人
人

人

上
記

記
載

の
会

議
に

お
い

て
、

人
権

関
連

に
つ

い
て

定
期

的
に

開
催

し
て

い
ま

す
か

。
そ

の
他

人
人

人
人

人

人
権

担
当

者
人

人
人

人
人

人

人
人

公
正
採
用

部
落
差
別

（
同
和
問
題
）

女
性

男
女
共
同
参
子
ど
も

高
齢
者

障
害
者

外
国
人

患
者

犯
罪
被
害
・

加
害
者
等

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
L
G
B
T
等

そ
の
他

今
年

度
、

年
間

研
修

計
画

は
立

て
て

い
ま

す
か

。

□
①

行
っ

て
い

る
　

　
□
②

行
っ

て
い

な
い

昨
年

度
（
令

和
６

年
４

月
～

令
和

７
年

３
月

、
以

下
同

じ
。

）
、

何
ら

か
の

研
修

（
社

内
研

修
会

の
実

施
・

外
部

の
研

修
会

へ
の

参
加

等
）
に

一
回

以
上

、
参

加
し

た
方

が
い

ま
す

か
。

□
①

有
　

 →
（
５

）
の

設
問

へ

□
②

無
  
 →

参
加

で
き

な
か

っ
た

理
由

（
４

）
の

設
問

へ

貴
事

業
所

に
正

社
員

、
臨

時
・
パ

ー
ト
の

採
用

権
・
決

定
権

が
あ

り
ま

す
か

。

□
①

正
社

員
、

臨
時

・
パ

ー
ト
と

も
あ

る
　

　
　

　
　
□
②

正
社

員
の

み
あ

る

□
③

臨
時

・
パ

ー
ト
の

み
あ

る
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□
④

採
用

事
務

の
み

あ
る

□
⑤

な
い

　
→

「
⑤

な
い

」
場

合
は

、
「
４

．
え

せ
同

和
行

為
」
以

降
の

回
答

へ

□
①

立
案

済
み

　
　
□
②

未
立

案
　
□
③

未
立

案
だ

が
、

研
修

は
実

施
・
参

加
予

定
事

業
所

内
で

は
日

頃
ど

の
よ

う
な

形
態

で
人

権
の

研
修

、
啓

発
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）
事

業
所

内
の

リ
ー

ダ
ー

(事
業

所
内

公
正

採
用

選
考

・
人

権
啓

発
担

当
者

と
と

も
に

研
修

を
推

進
す

る
指

導
者

)の
養

成
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。

□
集

合
研

修
を

実
施

　
　
□

オ
ン

ラ
イ

ン
研

修
を

視
聴

　
　
□

D
V

D
を

視
聴

　
　
□

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
実

施

□
資

料
（
人

権
啓

発
冊

子
等

）
の

回
覧

・
配

布
　

　
□

ポ
ス

タ
ー

等
の

掲
出

　
　
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
①

指
定

し
て

い
る

　
　
□
②

指
定

し
て

い
な

い
　

　
□
③

独
自

様
式

を
指

定
→
「
③
独
自
様
式
を
指
定
」
の
場

合
、
様
式
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
裏

面
へ

）

（
３

）
に

つ
い

て
、

「
参

加
で

き
な

か
っ

た
」
理

由
　

(※
複

数
回

答
可

、
選

択
後

は
（
８

）
の

設
問

へ
）

□
①

日
程

が
合

わ
な

か
っ

た
　
□
②

研
修

会
の

開
催

を
知

ら
な

か
っ

た
　
□
③

人
手

が
不

足
し

て
い

る

□
④

必
要

性
を

感
じ

な
か

っ
た

□
⑤

そ
の

他
具

体
的

に
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

昨
年

度
に

貴
事

業
所

で
正

社
員

、
臨

時
・
パ

ー
ト
の

採
用

選
考

を
実

施
し

ま
し

た
か

。

□
①

あ
る

（
 正

社
員

　
臨

時
・
パ

ー
ト
 ）

　
□
②

な
い

　
→

「
②

な
い

」
場

合
は

「
４

．
え

せ
同

和
行

為
」
以

降
の

回
答

へ

採
用

方
針

、
採

用
予

定
の

職
種

や
人

員
を

合
理

的
(計

画
的

)に
定

め
て

い
ま

す
か

。

□
①

定
め

て
い

る
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

②
定

め
て

い
な

い
求

人
の

際
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
求

人
申

し
込

み
を

し
て

い
ま

す
か

。

□
①

し
て

い
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
□
②

し
て

い
な

い
昨

年
度

の
研

修
参

加
（
実

施
）
状

況
に

つ
い

て
、

研
修

実
施

主
体

別
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　
↗

例
1
）
 7

/
1
の

社
内

研
修

に
5
人

が
参

加
し

（
１

回
５

人
と

カ
ウ

ン
ト
）
、

1
2
/
1
の

社
内

研
修

に
1
0
人

が
参

加
（
１

回
1
0

人
と

カ
ウ

ン
ト
）
し

た
場

合
→

社
内

研
修

の
欄

は
２

回
1
5
人

と
記

入
例

2
）
同

じ
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

を
３

人
が

個
別

に
受

講
し

た
場

合
→

１
回

３
人

と
カ

ウ
ン

ト
例

3
）
代

表
者

と
人

権
啓

発
担

当
者

が
兼

ね
て

い
る

場
合

　
　

代
表

者
が

社
内

研
修

に
参

加
→

経
営

者
に

カ
ウ

ン
ト

　
　

代
表

者
が

担
当

者
研

修
会

に
参

加
→

担
当

者
に

カ
ウ

ン
ト

本
人

の
適

性
、

能
力

以
外

の
こ

と
（
親

の
職

業
、

家
庭

状
況

等
）
を

採
用

基
準

に
し

て
は

い
け

ま
せ

ん
。

こ
れ

ら
に

関
す

る
事

項
を

採
用

面
接

の
質

問
や

応
募

書
類

等
で

聞
い

て
い

ま
せ

ん
か

。

□
①

聞
い

て
い

な
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□
②

聞
い

て
い

る
応

募
書

類
は

、
「
厚

生
労

働
省

履
歴

書
様

式
例

」
や

「
近

畿
（
全

国
）
高

等
学

校
統

一
用

紙
」
の

使
用

を
指

定
し

て
い

ま
す

か
。

そ
れ

と
も

、
事

業
所

独
自

様
式

を
指

定
し

て
い

ま
す

か
。



（
７
）
採
用
選
考
に
あ
た
っ
て
、
応
募
者
の
S
N
S
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
（
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
）
。

B
「
不
採
用
」
と
す
る
場
合
、
そ
の
理
由
は
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

□
①
実
施
し
て
い
る
（
し
た
こ
と
が
あ
る
）
　
　
□
②
実
施
し
て
い
な
い
（
し
た
こ
と
が
な
い
）

C
「
不
採
用
」
と
し
た
場
合
、
応
募
書
類
は
返
却
し
て
い
ま
す
か
。

　
「
①
実
施
し
て
い
る
（
し
た
こ
と
が
あ
る
）
」
の
場
合
は
、
本
人
の
同
意
を
得
て
い
ま
す
か
。

D
採
否
の
決
定
通
知
は
、
遅
く
と
も
７
日
以
内
に
通
知
し
て
い
ま
す
か
。

□
①
は
い
　
　
□
②
い
い
え

（
1
0
）
提
出
書
類

（
８
）
昨
年
度
の
選
考
内
容
（
採
用
権
・
決
定
権
が
な
い
場
合
は
、
記
入
は
不
要
で
す
。
）

採
用
内
定
後
、
提
出
を
義
務
づ
け
て
い
る
書
類
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

※
以
下
の
設
問
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
の
左
側
に
「
正
社
員
」
、
右
側
に
「
臨
時
・
パ
ー
ト
」
に
つ
い
て
、

で
き
て
い
る
も
の
に
「
〇
」
、
で
き
て
い
な
い
も
の
に
「
×
」
を
記
入
し
、
未
実
施
の
選
考
方
法
は
「
空
欄
の
ま
ま
」
に
し
て
く
だ
さ
い
。

採
用
・
選
考
は
、
次
の
ど
の
方
法
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
の
か
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

面
　
接

学
科
試
験

作
　
文

適
性
検
査

健
康
診
断

ア
．
面
　
　
接

A B
面
接
担
当
者
に
は
事
業
所
内
公
正
採
用
選
考
・
人
権
啓
発
担
当
者
が
入
っ
て
い
ま
す
か
。

４
．
え
せ
同
和
行
為

C
面
接
ご
と
に
、
面
接
者
は
、
複
数
と
な
っ
て
い
ま
す
か
。

（
１
）

D
面
接
に
つ
い
て
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。

E
面
接
の
質
問
項
目
を
事
前
に
設
定
し
て
い
ま
す
か
。

F
面
接
の
評
価
基
準
を
設
定
し
た
評
価
表
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。

□
①
あ
る
　
　
□
②
な
い
　
→
「
①
あ
る
」
場
合
は
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
．
学
科
試
験

A B
学
科
試
験
の
合
否
ラ
イ
ン
は
設
定
し
て
い
ま
す
か
。

５
．
そ
の
他

（
１
）

ウ
．
作
　
　
文

A
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
文
を
実
施
す
る
の
か
決
め
て
い
ま
す
か
。

B
差
別
に
つ
な
が
ら
な
い
適
切
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
か
。

C
テ
ー
マ
は
設
け
て
い
ま
す
か
。

テ
ー
マ
：

□
①
対
応
を
実
施
し
た
　
　
□
②
現
在
、
対
応
中
　
　
□
③
対
応
で
き
て
い
な
い

（
２
）

エ
．
適
性
検
査

□
①
実
施
で
き
て
い
る
　
　
　
□
②
実
施
で
き
て
い
な
い
　
　
　
□
③
対
象
者
が
い
な
い

A
検
査
は
、
適
正
か
つ
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。

（
３
）
県
、
市
町
が
開
催
す
る
研
修
会
で
希
望
す
る
テ
ー
マ
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
(全
般
)

B
検
査
の
実
施
や
判
定
お
よ
び
そ
の
活
用
は
、
専
門
知
識
の
あ
る
人
が
当
た
っ
て
い
ま
す
か
。

オ
．
健
康
診
断
（
内
定
後
の
健
康
診
断
は
含
み
ま
せ
ん
）

A
応
募
者
に
対
し
、
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
き
健
康
診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。

６
．
推
進
班
員
記
入
欄

（
１
）
未
回
答
だ
っ
た
場
合
の
理
由
　
□
①
廃
業

 □
②
移
転

 □
③
対
象
外

(従
業
員
数
少

) □
④
回
答
拒
否

 □
⑤
そ
の
他

（
９
）
採
否
の
決
定

（
２
）
推
進
班
員
所
見
（
啓
発
内
容
等
を
記
入
。
未
回
答
の
場
合
は
、
事
業
者
と
の
や
り
取
り
等
を
記
載
。
）

A
採
否
に
当
た
っ
て
は
、
応
募
者
の
適
性
・
能
力
を
総
合
的
に
評
価
し
て
い
ま
す
か
。

採
用
内

定
後
・

入
社
前

※
入
社
承
諾
書
ま
た
は
入
社
保
証
書
以
外
に
提
出
を
義
務
付
け
て
い
る
書
類
が
あ
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

入
社
後

※
国
民
年
金
ま
た
は
厚
生
年
金
手
帳
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
、
前
職
の
源
泉
徴
収
票
、
給
与
振
込
先
届
出
書
、
健
康
保

険
被
扶
養
者
異
動
届
、
扶
養
控
除
等
申
告
書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
運
転
免
許
証
・
資
格
証
の
コ
ピ
ー
以
外
に
提
出
を
義
務
付
け
て

い
る
書
類
が
あ
る
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

面
接
担
当
者
に
対
し
、
応
募
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
た
め
の
十
分
な
学
習
・

研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

昨
年
度
に
同
和
を
名
乗
る
者
ま
た
は
団
体
か
ら
違
法
、
不
当
な
要
求
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

(不
当
要
求
を
受
け
た
際
は
、
直
ち
に
「
え
せ
同
和
行
為
防
止
滋
賀
県
民
会
議
」
事
務
局
(0
7
7
-

5
2
8
-
3
5
3
1
)ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
)

業
務
遂
行
に
必
要
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
か
。
（
仕
事
に
応
じ
た
内
容
の
筆
記
試
験
と
な
っ
て
い
ま
す
か
。
）

「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
が
改
正
さ
れ
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る

た
め
の
措
置
の
拡
充
等
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
対
応
で
き
て
い
ま
す
か
。

　
・
子
の
看
護
休
暇
の
見
直
し
、
所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業
免
除
）
が
対
象
拡
大
（
令
和
７
年

（
2
0
2
5
年
）
４
月
１
日
施
行
）

　
・
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
（
令
和
７
年
（
2
0
2
5
年
）
1
0
月
１
日
施
行
）

「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
が
改
正
さ
れ
、
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の
個
別
の
周
知
・
意
向
確

認
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
に
関
す
る
個
別
の
意
向
聴
取
・
配
慮
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
適

切
に
実
施
で
き
て
い
ま
す
か
。


